
同一労働同一賃金
パートタイム労働者・有期雇用労働者



現状と課題

現状

 日本の労働者雇用状況

 人手不足

課題

 持続的に成長していくには

 非正規労働者の活躍

 選ばれる企業
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生産年齢人口（15～64歳）割合



取組みが必要な労働者

取組みが必要な労働者
 短時間（パートタイム）労働者

 有期雇用労働者

比較対象となる通常労働者

取組みが必要な待遇

基本給

賞与

手当

福利厚生

教育訓練

安全管理

などすべての待遇



均等待遇と均衡待遇の違い

均等待遇 （イコール（＝））

① 職務の内容

② 職務の内容+配置の変更の範囲

均衡待遇 （バランス（≧））

① 職務の内容

② 職務の内容+配置の変更の範囲

③ その他の事情



雇用形態の確認



待遇の
状況確認・整理

基本給

役職手当

通勤手当

賞与

時間外手当

家族手当

住宅手当等

同一労働同一賃金

ガイドラインの概要

ガイドライン（指針）：
原則となる考え方と具体例を示したもの
厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/0000190591.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html


待遇の確認

基本給編



待遇の確認

手当編



待遇の確認

賞与編



不合理な待遇差の解消



参考情報 代表的な裁判例

同一労働同一賃金を巡る裁判例

1. ハマキョウレックス事件

2. 長澤運輸事件

3. 産業医科大学事件

4. 大阪医科薬科大学事件

5. メトロコマース事件

6. 日本郵便事件



待遇差の説明義務

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/cont
ent/000656094.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000656094.pdf


行政ＡＤＲ①都道府県労働局長による紛争解決の援助②均衡待遇調停会議による調停



ご清聴ありがとうございました

宮城働き方改革推進支援センター

仙台市宮城野区原町1-3-43

アクス原町ビル201

ＴＥＬ ：0120-97-8600


